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戦闘鋪労働者が問われてぃ愚

課題⑪,討議を呼びかける

松本礼

７５年国民春闘が結着し、（取り残された

多くの苦闘を強いられた組織を別に）各全国

単産の大会、中央委員会で、その総括が展開

されているｏ

との７５春闘は既成組織が表現している、

「敗北」とか、一部の諸君達が言うように、

一般労働者大衆の生活欲求のエネルギーが、

幹部をのりこえつつある､とかの次元ではと

てもそのもたらした歴史的問題性を明らかに

することは不可能な問題を秘めており、われ

われにとって、自らの出発点とすら確認して

来た「労働組合」の評価の変更を迫らざるを

得ない。

新左翼１５年、とくに７０年以降の５年余

の活動が苦闘し、切開き、模索して来た問題

性の到達点は、７５年春闘が開示した社会関

係において決定的飛躍を問われようとしてい

る○

７５年春闘は、既成指導部の路線、幹部の

裏切りが、活動家の怒りと不満を買っている

のではない、活動家が最も依拠し、期待を寄

せている組合員一人一人の何とも度し難い「

（ ’企業と生活の一体廓１が生ずP |~闘争よｂ防衛’

という現実、そして、そのような組織での、

闘うことの困難性と自己の無力と、従来の「
理念」の空しさにある。

戦後の労働組合活動を知る人も、全共闘、

反戦青年委運動後の活動家も実践の現実と、

理念の間の断差と異質性について正直に感じ

ないものはい75Ｗ｡ｏ

われわれの日本の戦闘的労働者の結合の成

果として誇りにしてきたものは、今自らの存

在そのものを見つめなおすべきときに来たの

ではないか｡オリジンの労働者にとって、「

労働組合」（あるがままの）が「階級形成」

の場であり「プロレタリアートの学校」であ

るたらば、組合指導権を平和裡に移行させた

ことは犯罪であり、労働者の「原則」を守り、

一人の首切りも許さない、と多数の組合員と

訣別して合化太田路線に反抗した日カバの仲
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間は誤りとなり、長船第三組合や、石川島の

やむにやをれぬ決断を通した組織分離も叉、

誤りといわれる。

しかし果してそういい切れるのか。今全国

の闘争体、闘う仲間に問われているのは、自

らの存在そのもの、組織分離をかけてまで守

ろうとした自らの決意が７５年春闘の過程で

｜社会的」に問われ、「社会」としての体制

支配の一翼と変化しつつある労働組合（既成）

と自らの関係を解明するととのなかにある。

社会的激変期に、旧態然たる理念に固執し、

「戦術左翼」「左翼反対派」「企業内反対派」

そして何よりも歴史的変化を直視することを

恐れて、自らの不決断を合法化する「左翼反

対派＝裏切り史観」に立脚する部分との論争、

実践による結着こそ今問われている課題であ

る○

それは、「山谷、釜ケ崎、寿」を取組むと

き、地方で公害であれ、開発であれ、福祉で

あれ、住民の闘いとの接点を構築するとき、

又、争議拠点、中小下請けの闘う仲間との連

帯を問うとき、自からの労働者としてのあり

ようを組織の問題として、権力＝階級の問題

として直視することにたらざるを得ない。

オリジンの仲間、長崎第三の、石川島の、

日カバの、ゼネ石の、浦賀の、本山のそして

官公労の仲間が自らの闘いの内実と問題意識

を、実践が垣間見せる本質に照し、「既成の

労働組合」の解体のその中に「労働運動」を

形成することを希望し、戎允、古い考え＝「

労働者は神様」（党にとっての）が結果する

「労働組合至上主義＝左翼反対派史観」に立

つ人達がまじめに批判し討論してくれること

を望んで、「討論の指針」を送る。

げ

●

左翼少数派労働運動の再編のために

（フ５－７）
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｜少数派労働運動の「受動的」性格

（’）少数派組合形成の「受動性」

圧翼労働運動はすでに５年近い自らの歴史

を歩んできた。いいかえれば、この運動が７０

年代前半の「反体制」運動全体のなかで事実
●●●●●●

’１１１１であったかを自らふりかえるべき時にし、

/と’Ｔいる。この事実は昨年来二、三の新左

翼党派によっても指摘されているけれども、

その際なによりも自らについての事実認識の

甘さを捨てねばならない。

以上の運動はなによりも「生産点」での闘

いに執着するという意味で左翼少数派の「組

合運動」を主要な形とするとみなしてよいか、

しかしこの組合運動の５年間をなにか新たな

少数派組合運動主義の「戦略」にもとづくも

のの如〈にみなすことは出来ない。逆にこの

運動陣型はこの間の資本及び「既成労働組合」

の圧倒的な攻撃のために､|(彫の運動が事実
上余儀なくされた形であった。換言すれば戦

後５０年代|以降のわが国労働組合運動~広

くいえば戦後民主主義の革新運動一の反（

非）革命的展開かその左翼反対派を組織的分

離に注でもたらしたのである。日共からの左

派の党的な分離をもって始まった新左翼の歴

史かついに既成労働組合組織からの組織的分

離をも事実上もたらきざるをえぬことによっ

て、新左翼の運動史が事実上サイクルを終え

▼
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たのである。それゆえ、この間の左派少数派

労働（組合）運動の性格の解明はすでにその

闘いの「敵」でしかなくなった「既成労組」

の性格との対比のなかではじめてなしうるこ

とだ。そして同時に、この対比、解明の作業

には、１５年におよぶ新左翼の運動をどう総

括するかが様々に反映せざるをえないことも、

いまのべたことから明らかである。

（２）「少数派組合主義」というものはない

たとえば、少数派運動の主要な傾向を「個

別闘争の自己目的化」や「孤立主義」の路線

として評価する見解かある。歴史的にいえば

「経済（個別）闘争」の戦闘的展開の自己目

的化とされた「サンジカリズム」ヘの批判が

ここに下敷にされていることはいう左でもな

い。少数派運動の受動的で過渡的な性格をみ
、

ず歴史上の「－－イズム」の再来と見75Ｅす点

でこれは第一に誤りである。また第二に、こ

の評価は少数派の「展望」として、「個別闘

争を普遍的闘争へ結合する」「職場経済闘争

を政治闘争に結合する」「少数派の闘いを労

働者多数の闘いに結合する」ことを求める（

註）。この事実評価と展望には、彼らが左翼

反対派の公式は知っていてもこの１５年の実

践から何も学ぶところかたかった事実か露呈

している。

（註）全労活交流集会第三回（昨年９月）

における｜鏡原発言」（第四インター）。

（３）全労活の現状

いまあげた一例は、少数派運動か飛躍のた

めに自らを知ることを』必要とされるにいたっ

ている事実の一つの現われと考えねばならな
●●●

い。実際、全労活に結集する少数派の歴史は

この間様々な形でこの事実を表面化してきた。

たとえば７３年の第二回交流集会は過去の労

動運動の－頂点をきずくとともに、「交流」

から独自の｜戦線形成」ヘ脱皮するための内

部討論の必要が提起きｵ［た。だが実際には労

活中心メンバーの間で用意されたのは参議院

選挙（戸村選挙）ヘのとり組みであった。こ

れか新左翼諸党派の野合・延命を意図した点

は－まずおくとしても、労活に集まる各戦線

かそれ自体、－選挙で集約できる－あるい

は一致して選挙を「闘う」ことができる－

ような性格のものであるかに認定する誤りを

犯した。事実は労活運動は全共闘、反戦運動

の様々な総括かその内に雑居し、にもかかわ

らず個々の戦線での労働者の闘いの現実から

逃亡か許されぬという意識で形成されたもの
、

である。内部分化を賭した論争をぬきにそも

そも労活運動はないし、したがって選挙（政

治）闘争の母体という認定も成りたたなかつ
●

ﾌﾟｾﾞﾆｏ

労活の戸村選挙はこうして労活内部の不可

欠の討論課題を散逸させた。そして戸村選挙

に対する諸党派の無責任という我々の総括は、次

の労活第三回集会での論争の茶番劇としても

ちこされることにたった。すなわち、さきに

例示した（２）ような労働運動の「展望」が

諸党派から一斉に提起されるという最低の問

題設定を生みだしてしまったのである。来る

べき第四回集会がなお以上二年間の延長にし

かもたれないとすれば、それは労活という結

集体の死を確認するものとなるだろう。

Ⅱ少数派の「組合」理念

（１）「プロレタリアート」の理念

少数派の組合運動にとって、プロレタリア

ートの革命や労働者階級の神話からする「あ

るべき組合」の理念か大きな役割をはたして

き'たことは当然である。とりわけ戦後労働組

合の現実か革命派の伝統と完全に無縁とたっ

ている現在、これへの｜告発」が革命や階級

の理念によって意味づけられてきた。だが、
．●●●●ｄ

革命や|増級形ｶﾋﾞを真に現実の課題と考えるか

ぎり、これら伝統的理念はいまや政治的な検

証に耐えうるだろうか。

（２）「政治闘争（党）と結合する］蝿念

少数派運動の歴史のなかでも、この理念の

二つの現実形態が無効であることはすでに充

￣
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分に確|かめられてきた。一つは、既成組合内

の反対派にしても「第三組合」にしても理念

の正当性を思想的に謹持することがセクト化

と風化とにさらされていくという現実である。

｢告発」が告発として政治的意味をもった時

代はすでに過去とたった。理念と現実の実践

をつなぐもの、つまり本来の「政治」と「戦

略」の欠除を埋めるべく少数派組合運動の「

政治的展望」が付与される。たとえば、先に

あげた「経済＝政治の結合」理念がそれであ

る。だが後に触れるようにこれは「党」の立

場からする組合の位置づけ－赤色組合主義
匂

の系譜の一つに属するNbのに他たらない。ま

た同時に、戦後組合運動の性格が西欧のそれ

のごとく「経済主義」などではなくまさに独

特に「経済＝政治の統合」路線であることを

考えるならば、これは戦後組合主義の－亜種

というぺきものである。つまり戦後運動の枠

内の文字通り左翼反対派というにすぎたい。

戦後革新にとっても少数派にとってもともに、

両者の「結合」などは自明のことである。各

女にとっての政治の質の差こそが問題なので

ある。プロフインテルン以来の赤色組合主義

が無効であるように、そして戦後組合の「経

済＝政治」路線が敵であるように、労活三回

大会で提起された組合と政治（党）の結合理

論は反動である。

（３）「あるべき労働の復権」

こうして、「あるべき組合」のもう一つの

理念が登場する。それは「あるぺき組合」を

「あるべき労働」（意味がありかつ決定権を

もつ労働）の復権としてとらえる考えである。

これは一方では前記（２）のごとき「階級的」

「政治的」だ組合の理念が現実的に無効であ

ることを認めるとともに、他方では「意味の

ない」労働を放棄する「街頭派」「職場反乱

派」をも排せきする。新しい「職場闘争論」

ともいうべき組合論であり、チッソ第一組合

等いくつかの少数派組合がいわば「仕事の出

来る｜労働者を中心に組織されている事実を

現実の根拠として提起されている。

「意味のある労働」の問題はいうまでもな

く重要た問題である。だがこれは組合論＝生

産点における労働者の運動。組織論としても

現実の検証に耐えうるだろうか。否である。

周知のように戦後組合運動は'960年まで独
特'だ戦闘的職場闘争の系譜をつくってきた。
政治闘争との結合という理論は別にしても、

「日本的組合主義」（協会派）のいう「非近

代的な労務機構の残存」にこの職場闘争が根

拠づけられた６だが「労働の意味」という点

ではこの「非近代的な労務機構」のもとでの

労働の方がまだしも労働の意味を許容した。

円

■

Ｉ
三童_』2-[ｴLZ-L逆重豊二塾i壁ii塾と_三21二を主

麺に｣二進澳掻Q`L固圏fﾓｰL組_)-塑]皇匠逵エム金
地があった。しかし技術革新Lと高成長の１５

年はこのような労働と人間関係を現場から基

本的に一掃した。組合＝職市Ｉを柱_とした現在

の現場労務管理機構が従来の職場闘争を困難
ｏｒ

とするとともに、この機構への反抗がトーク

J/葱厘企業｡反権力の［職場塵ｕに直結し

iZLJ:L，根拠典戎な生迭建ZLj迄旦二室-良。
この事実は「あるべき労働」の理念が観念

的で無意味だということを意味しはしない。

ことに優秀な技術者を中心とした現場のグル

ープがその「有能さ」を力として官僚的左労

務機構の権威を不断に無効にしてしまう場合

は実際にある。だがこれは基本的には技術者

＝労働者の特殊左「運動」－「公害告発」

技術者運動とは別の意味で－であり、決し

て一般性をもらえない。一般性があ為ならば

現在の労務＝職制はそもそも成りたちえない

のであり、この技術者＝労働者運動は組合と

その政治的展望とは関係ないのが現実である

－これをしも「組合」運動と名づけるのは

勝手だとしても。

実際には、以上のような「あるべき労動」

の復権論は少数派組合の存在と結びつけられ

て主張されている（註）。すなわち少数派組
●②⑨Ｃｅ￣

合の形成7ｹ§との理念の実現へのスタートとし
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て評価される。だから、これもまた少数派の

現実にたいする基本的事実誤認にもとづく錯

誤である。少数派組合形成の受動性を政治的

に理解することか出来ないのだ。生産点にお

いて「階級的組合の運動」に固執するかぎり

この組合の組織的孤立は避けえないのであり、

あるべき労働の理念が「組合」の現実と結び

えなくなったのもこの反面の事実である。少

数派組合組織とあるべき労働の理念を結びつ

ける考えは､実際には逆に「あるべき労働組

合」の運動の端的な二極分解を示すものでし

かないのである。この考えもまた残念ながら

前記（２）のように少数iR組合の苦闘から､乖離し

てしまった「革命党派」の理念と同じレベル

を抜けでていないのである。この考えはある

べき労働の復権に固執する立場を「職場反乱」

論と対置しているか、この両極こそ今日にお

ける「職場闘争」の分解状況を端的に示して

いるのだ○

問題とし、この共同体を解体する展望のなか
---■－－－－－－￣－－－－－－－－－－－￣－－￣￣－－￣

に既成組合［たいする闘いも設定せねばたら
＿－－－－－一一一一一一一一一一一

ない。戦後労働組合の歴史的性格を断定する
￣

ため'ては、戦後の企業の論理の断定が不可避

であるｏ

（２）企業の論理の絶対性

企業別労働組合という戦後日本の労働組合
●●●

の特異性は、個々の企業の防衛という枠を労

働組合運動に絶対的に課してきた。年期契約

ではなく終身雇用という雇用構造が労働者の

側からこの枠の絶対性を支えてきた。企業運

命共同体の－機構としての労働組合でありこ

の共同体の論理は当然にも経営（資本）の論

理である。

（３）「統一と団結」論の実際上の根拠

労働運動における「統一と団結」という論

理は事実上この企業共同体の一体化と結びつ

いている。－企業一組合という体制は戦後労

働運動の「統一と団結」論の現実的根拠であ

り、従って一企業に複数の労組が存在するこ

とは戦後労働組合の原則に反することであっ

た。たしかに１９６０年を境として労働組合の

分裂か資本・右派からひきおこされていくが、

これも企業共同体の論理にどちらが密着する

力の争いであり、欧米的な意味での労組一

労働力販売機I！§における競争を意味するもので

はない。分裂は労働組合運動の論理によるも

のではたく経営のそれによることが基本的特

徴である。との間の少数派第三組合の分離形

成は以上の戦後労働組合運動の論理に対比す

るときに組織思想上の新しい画期を意味して

いるｏ

（４）戦後組合のＩ左翼性」という幻想の根拠

戦後労働組合の以上のような機構と論埋は、

しかし組合か企業の「御用組合」であったこ

とを意味しているのではない。むしろ逆に戦

後民主主義の主要な担い手でもあった労働組

合は特異な｜左翼性」と｜政治性」とを５０－

６０年代を通じて示してきたのであり、その

結果はこの組合運動にたいしてなにかプロレ

■

￣

（註）代表的な著書に、熊沢誠「労働のなか

の復権」がある。

Ⅲ戦後労働組合の歴史的性格

（１）Ｉ敵」としての戦後労働組合

総評、同盟系を問わず今日の既成労働組合

か少数派組合にとって「敵」であり解体再編
●●●

の対象であることは、事実上の前提であり出

発点である。この前提の確認か一定の理念や

立場から結論されるのではなく、なによりも

少数派を中心とした労働（組合）運動の実践

の歴史か事実上明らかにしたものであること

は充分［注意する必要かある。左翼の原則主

義や教条主義からすれば｜既成左翼の裏切り」

は自明のことだとしても、このような自明さ

などがい蚕問題なのではない。

別のいい方をすれば、既成労組が｜左翼」
●●●●

や｜労働者階級」としてどうこうと論ずるの

はもはや無意味であり、むしろ既成労組を－

蟇_ムユ竺含且22L｣_全麩血｣よ全j本とし工
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闘性を政治の戦闘性の方へ吸収する幻想が可

能だった。これは、なお活力を失わなかった

民主主義運動内の特異な政治的代行主義であ

ったｏ

（５）企業別組合としての一貫性

以上の諸点は、「階級に形成された労働者」

「プロレタリアの闘争機関」といった組合組

織への左翼の幻想がいかに戦後民主主義運動

全体の特異な戦闘性に規定されたものである

かを明らかにする。企業別組合としての組合

は、その実こうした運動の全般を通じて企業

共同体内の労組という性格を貫いてきた。こ

の組織性格を逸脱させるような内外の衝激に

たいしてはこの逸脱分子を組合組織＝経営の
●●●

外へ追放し、をﾌﾟﾋ自らは左右へ重心を移動さ

せたから単一組織としての均衝を保ってきた。

そしてこの特性は戦後民主主義運動なかんず

く高度経済成長の終りとともにもはや何人の

目にも否定しえたい事実となって露呈してい
●●●●

ろ。労働組合力'ことさら「右傾化」したわけ

でもなければ、また資本主義の「危機」に直

面して題舎刀?｜左傾化」するわけのものでも
ないｏ

（６）労働組合をとりまく環境の変化

戦後労働組合の企業内労組としての一貫性

はしかし、との組合の階級関係における位置

か現在も戦後民主主義期と同様だということ

ではもちろんない。

第一に組合内的にみれば戦後組合の形成過

程に全く無縁を青年労働者層の比重の増大が

起ってくる。彼らは文字通り一つの企業に就

職したから自動的に組合員となったのであり、

加えるに高成長期での終身雇用制の動揺は若

年労働者の流動性を顕著な事実としたのであ

る。この結果、若年労働者は組合員であって

かつ脱組合化し従来の組合指導層あるいは職

制層と比べて組合の意味がまるで違ってくる。

ダリア運動という幻想を広くいだかせてきた

のであった。欧米の労働組合のように労働力

の販売機構としてすっきりとＩ経済闘争］体

だと割切ることができなかった｡

この特異性の第一の要因は、戦後労働組合

か敗戦後の生産復興、生産管理闘争の機関と

して形成されたという出生の特異性による。

企業活動を敗戦の荒廃からたてな」こしたり1回

第一に労組であり、こうしたものと_Ｌ工堂ｉＬ組 。

はその後の資本主義の にも-なお竺企夛業

の担い手という幻想が残ることに左っ ZとＱ堂

た、職制まで含めた企業別組合という組織性

格、職制まで含めた「統一と団結」という論

理も以上の歴史に深く結びついている。

第二には、総評結成以降をとっても職場闘

争という形をとった戦闘的闘争か組合によっ

て闘われた。これらの闘いは「日本的組合運

動主義」の戦闘性として誇示されをたＩﾌ･ロ

レタリア革命」主義の協会派指導の根拠とな

った｡この組合運動とその指導理念は、戦後

日本における「労働者階級」と｜プロレタリ

ア革命」のイメージを「労働組合」という労

働者の組織形態に結びつける点で大きな役割

をはたした。

企業別労組に貫徹する資本（経営）の論理

を陰蔽した第三の要因は、これまた「日本的

組合主義」として誇示されたところの「経済

闘争と政治闘争の結合」が総評という組合組

織を基盤としておこなわれた点にある。実際
●●●●●●●

は、組合力;組合運動としてＩ政治闘争」を闘

ったわけではない。社会党を中心とする議会

主義政党とその選挙・街頭カンパニアにたい

する動員機構として組合組織が使われたので

ある。だが、１９６０年安保を頂,点とする戦後

民主主義闘争内部の政治的緊張はこの動員機

構そのものにも反映せずにはおかなかった。

fKi株における総評内の戦術的対立、これと全

'1`蝿、新左翼との対応関係を想起するとよい。

ill合運動と政党政治とか文字通り自在に｜分

榮｜されることによって組合活動家としての戦

ｑ

2からまたこのような下部労働者を統制す

る必要は左すます露骨となるにもかかわらず、
－口－－￣￣

この統制には昔日のＩ日本的組合主義」のイ
一一一一一一一一一一-－－－－－－－－戸－
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実である。すなわちなによりも「地方」にお

ける利害関係の尖鋭化のなかで、地方の労働

組合と地方の「住民」との間に前記のごとき

敵対関係が明らかに生れているという事実に

ある。たとえば自治労と自治体の関係であり、

とりわけ革新自治体とその自治労との政治的

・経済的な一体化と食い逃げは自治体労働者

以外の「住民」との間に強い敵対を生みだし

つつある。さた、官公労の場合もとりわけ「

地方住民・弱者」との関係でみるとき自治労

と同様の位置にあることは、その賃闘一つと

っても明らかである。「iUL方」ごとに考えた

場合とくに官庁は「企業・経営」てありこの

論理のもとに実体化されたものとして官公労、

自治労等の組合が存在する。いいかえれば、

民間における経営＝組合のおかれた位置と官

庁・自治体＝官公労・自治労のそれとを同様

の観点でとらえねばならない。

（８）少数派組合運動の位置

少数派がなお「組合」という形をとって形

成される場合、この組合の性格は室さに以上

のような戦後企業別組合の到達点との対応の

なかで考えられねばならない。戦後組合運動

が戦後民主主義運動のイデオロギー的迷彩を

失い企業共同体の労務管理機構という性格を

暴露していく歴史は、反戦青年運動の衝撃か

ら生れた原則的組合運動がこれと対決する技

かから明らかにしたものであり、こうして結

果として少数派組合の組織的分離をも余儀を

くされてきたのだった。

戦後企業別組合の内部の変化は、青年労働

者層の無関心・脱組合かあるいは反戦青年運
／

動と,して街頭ｲﾋという分極（組合の分裂では

なく）として１９７０年前後に表面化したのだ
●●

か、このなかで少数派組合運動の意識性はあ

くまで原則的・階級的組合運動にふみとどま

るところに生れた。「本来の」「あたりまえ

の」組合運動である。そしてこうした少数派

組合運動の歴史は既成労組やそのナショナル

センターにたいする「もう一つの組合」とし

デーはもはやないｏ

ただし、以上の組合内二極分解はその戎を
●●

組合の分裂'てはつながらない。青年労働者･層

の脱j組合化はもとより新しい労働者運動の結果

ではないのであり、この後者はむしろたとえ

1.塑翌i青年委連動竺L里｣Ｅ廻宣①ｕ【1裂工l並一
く端的に脱生産点化の運動につながってしさ
－－－－－－－－－－．－－二－－．▼－－－－－－＝－－－－-一二

うｏ
ｃ－

｡

以上の点は経営＝組合という企業共帽 体と

そのB2U-とＱ敵261関ffQ増ﾆｵﾆ題向という第一一一一■－Ｌ－

この点と関係する。戦後の一時期日本経済の

二重構造をつくる膨大な「未組織労働者」の

存在か漸次組織化されると期待された。だが

高成長におけるこの二重構造の解梢は、逆に
●●●●●●

社外工・下請工としてこれら非組織労働者を

巨大企業共同体から差別してこれに下属せし

むるという結果をもたらした。これら下請工

等はそれぞれの小企業に組合として組織され

ている場合もあるか、彼らからみればその下

属する大企業の組合＝正社員はおしなべて強

力を抑圧と差別の機関である。

この点かまさにこの間の公害問題やインフ

レにおける企業＝組合の行動のうちではした

くも暴露されたことはいう左でもない。巨大

経営とその組合が富を食い逃げしつつ自らを

防衛する「二大階級」の同盟として一体とな

って行動した。まさに「運命共同体」である。

(鑿:票:堯騨i:iI；
組合＝革新勢力などというイデオロギーによ

ってももはや包摂しえぬものとして存在して

いるｏ

こうして資本・経営にたいずろｌ外ｊから

の対決か必然化するとともに、この対決は全

く同時にその企業組合への対決をも事実上不

同J避とする事態か生み出された。

（７）官公労もまた「企業別組合」てある

官公労系の組合についてはもとより以上と

全く同列には論じえないか重要なのは次の現

Ｐ
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￣

Ⅳ少数派労働運動の
「二重の課題」

(1)「政治的課題」とはなにか

少数派労働（組合）運動の問いが、戦後労

働組合（運動）に代る新たな階級形成の方策□ロロ

であるとすれば、ここには日本の革命がいか

なる階級主体によって担われるべきかという

政治的問題が当然に二重写しで問われている。

戦後組合運動が戦後革命の理念と－体であっ
たことを考えれば当然である。

現在の少数派組合の連合と統一戦線の形成
をこの新しい階級形成の出発点だととらえ、

既成左翼（組合）の総体としての動揺、「左
傾化」という情勢認識によってこの出発点を
祝おうとする政治的立場が、昨年９月の労活
第三回集会を機に登場したのも熱以上の観点
からすれば根拠のないことではない。この見

解は実際には労活の場で挫折したとはいえ、
今後ともくりかえし登場してくるものであろ
う。

組合と階級形成に関するこのような立論（
結合論）が戦後労働組合運動にたいする立場
とそのＩ性格を同じくしていることは、くりか
えして強調されねばならない。この論理が原

則的革命の立場から主張されるという点は、
主張する者自身がたんに日本の労働組合主義
［たいする「左翼反対派」という立場を表現
しているにすぎないのである。

他方では、この「左翼反対派」が闘いの戦
線を同じくしようとする「既成組合」「既成
左翼」の方は、企業共同体を基盤とする階級
連合＝戦後保守。革新の保革連合の形成の方
向で戦後労働組合運動の再編にのりだしてい
るのが実情である。「労戦統一」への様々な

努力をみよ。これらはもはや戦後のように労
働（組合）運動内の左右の対立が基軸なので
はたく、保革連合という「歴史的和解」へむ
けたすう勢内部の対立なのである。だから、

ての対決をも不可避のものとした。そして企

業＝組合へのこの敵対は全く同時に、この企
業＝組合がおかれている階級的な位置（少数
派組合をもつつみ込む企業共同体という壁）
そのものの解体を自覚するに至っているので

ある。第一、第三という区別は別として、石

川島。日カバ゜長船、そして本山などの「少
数派」組合の到達点がここにある。また光文
社労組の闘いのように経営権(zi-部（編集権）
を奪還すると形で企業共同体の解体闘争に事
実上ふみ込んでい乙例もある。その他、ゼネ
石。浦賀。オリジンなどの場合も事実上こう
した少数派組合の位置に立たされていると見
て良い。

したがって現在少数派組合に課せられてい

る課題がその職場での企業＝既成組合との対
決にとどまりえないのは当然である。日本の
変革やプロレタリア革命において組織された

「労働者階級」が主役を担うという伝統的考
えは、戦後５０－６０年代にはそれなりの根

拠をもって「労働組合」という労働者組織の
運動によって根拠づけられてきた。一口にい
えば、革命の主体としてのプロレタリアート

の「階級形成」が組合という組織形態のもと
に考えられてきたのだ。だが、少数派の歴史
,が明らかにしたのが、こ＠ようにして形成さ

Ｌ｣

己

（
[二本臓級連一il-左陞:ii壁

合」にまで堕

そＺ２１外」に
少数派の活動､う構図であるとゴれは、

－－～
るとし

を通して問われているものこそこれとは別の

新たな「階級形成」のあり方なのである。つ
まり、「労働組合」＝「プロレタリアートの
階級形成」という戦後の歴史的錯覚を捨て、
既成労組にたいする解体戦だけでなく、むし
ろこの解体戦を企業共同体の［外」にあって
と;1'と敵対しうるプロレタリアの組織化にま

で飛躍させることなのである｡

■
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労働運動の左翼反対派が批判・告発者として

存在する根拠は今後とも存在すると同時に、

この反対派が永久に反対派としてとどまる根

拠もZr犬確実につくられている。

（２）「赤色労働組合主義」
労働組合か「本質」的に労働力の販売機関

だとされながら、実際には革命や政党の政治

的観点と切りはなしがたく結びつくととは、

いうまでもなく今にはじをつたことではない。

との「結合Ｉの理論化（政策化）は歴史的に

は「赤色組合主義」の名のもとで呼ばれてお

り、ただし「結合」がどのような政党との結

合であるかによって「赤色」は実際には「桃

色」や「黄色」や「白色」にまでなりうるこ

とを注意しておこう。いいかえれば、戦後日

本の労働組合運動の政治的性格をもての「赤

色組合主義」の部類として考えることが重要

である。なぜなら、共産党が組合を政治的に

ひきをわすというようなことが大問題だった

'時代とはまるでちかう状況にい性少数派組合

はたたされているのだからだ。だから、再度

いいかえればＴ組合運動が政治（政党）と

「結合する」ということはとの政治の時代で

はすでに自明の事柄であり、従って「結合」

論それ自体は無内容の概念だというべきであ

ろう。問題はつねに、どのような政治とどの

ように結合するかだけにある。

（３）「政治との結合」という代行主義

もと堵と赤色組合主義を特徴づけるとの

「結合」のあり方は、様々な幅をもちながら

も組合と政党、経済と政治の分業関係であり

「革命党」による「政治」の代行である。

いいかえれば、革命を党が代行し革命の主体

は（大衆機関ではたく）党だという考えが赤

色組合主義の「結合」論の根底に横たわって

いる。「階級的労働組合は社会主義の学校」
●●

だというプロフインテルンの命題'も、革命の

主体はとの組合という「学校」を卒業して

「党の立場に立って」はじめて可能となると

いうものであった。戦後労組の幹部が議会政

党の議員となるというコースをヒヒに想起し

よう。少数派組合にはしたがってこのよう

な「結合＝代行」の構造を根本からくつがえ

す運動・組織論の形成が課せられていろ。こ

のことは一方では「革命はプロレタリアート

自らの事業だ」という命題の戦略化（階級形
成）としてたてられるが、他方ではこれと不

可分に階級形成にとって「党とはなにか」と
いう問いとして設定されざるをえない。労働

運動にとって「あるべき党」が前もって与え

られておりただこれとの「結合」の仕方だけ
が問題であった時代が終ったことは、新左翼

１５年の基本的確認だからだ。共産党が唯

一絶対的に前提されていた時代には「結合」

のあり方が問題だうだが、実のととろ（後に

述べるか）大衆組織と党との「結合」の仕方

は組織論的にはいまも菅も一つしかない（フ

ラクシロン論）のであｂ、す｢しろ「あるべき

党」の問題を蚕で射栓に入れた大衆組織の党

派性（政怡性）の獲得にとそ問題はある｡実

駐－１麺iiH,&且ft運動がＩある二､：一角_組合｣-を求
受Ｖ、億ｍＶ、０

過程は何鴎

に不可分に「あるべき党」に絶望していく過

_程でもあった。

（４）革命の機関は「組合」か

革命期における、労働者ソヴエトあるいは

自己権力（「大衆権力」）の組織という形態

が、以上の脈絡x、うえで「組合」に対比して

問題とされるようになる。戦後日本の組合の

特異性を戦後革命での工場ソヴエト運動（生

産管理闘争）が同時に労働組合の結成として
●●●

闘われた「混同」の後遺症として説明する見

解（註）を参照せよ。戦後日本の労働組合運

動か（その左翼性も経営的論理もともに）敗

戦直後のソヴエト運動に対する一種の反動と

して形成されたととらえることは重要である。

左た歴史的にみても、西欧的なlMEl合の草であ

ったドイツ社民党の労働組合（ここでは組合

に加盟することは社民党に組織されるととと

事実上同じことだった。組合に加盟すること

＝

９



一手

が企業に就職することと事実上同［である日

本の組合と対比せよ）が、ドイツ革命に際し

て大衆の権力機関（ソヴエト）に代位しえぬ

ばかりか革命の進展への反動の砦とすらなっ

たことを想起しよう。

いい代えれば、祥の東西を通じて「労働組

合」がプロレタリア革命の大衆権力機関と左

ることはたえてなかったことなのであり、日

本もこの例外ではなかった。一般的・蝿論的

にはとの結論は将来も絶対に変らないといい

うる。ただし、知識としてわかっている結論

と実践上の指針の設定とは関係ないことだと

考えておかねばならをい・というの､、革命

の観点では「組合」はダメなのだから今から

「ソヴエト運動（の萌芽〃）」だという類の

短絡はお笑い草でしか左いからだ。

重要なことは少数派の「組合」といえども

「組合運動」ではなく革命へむけた大衆権力

と党との陣型形成という戦略上の位置に自ら

を位置づけざるをえないところに事実上来て

いるという確認なのである。日本の組合は

（総評であれ同罷であれその統一されたもの

てあれ）日本の革命に際してはその進展を妨

害する大きな権力となるか、あるいはもつと

ありうべき結果は革命の大衆権力との関係で
●●

の組合の分嶋裂であろう。「革命的危機」には

既成組合といえども内部対立と動揺を拡大し

あるいは「左傾化」すると予想することはで

きるか、このことを革命派か有利に利用しう

るか舌かは全く別の問題であり、との「危機」

存待望して原則論の三百代言を並べていれば

すむことではない。

（証）藤田若雄「革新の原点とはなにか」

（５）少数派における二重の課題

こうして少数派労働者運動は事実上二重の

課題を負わされておりとの課題を実践的に展

開するなかでしか自らの展望を開きえない。

ＴＥの課題とは、経営＝組合と対決しつつ労

働者の「階級形成」とその組織形成を追求す

ることであり、他方同時に革新政党およびと

れと同列の政治セクトと対決するなかで独

自の党派性（政治）を形成することである。

くりかえすがこの二重の課題の分業・代行は

ダメなのであって、自からがこの二重性に耐

えるものとして、課題は「組合運動」の論蝿

ではなくなによりも政治的なものである。

（６）「第ヨ組合」の実験

この二重の課題を組織的に表現するものと

して、長崎造船第三組合と政治結社としての

長船「社研」の運動実践か大きく評価された。

この場合第一に「第三組合」は同じく企業内

組合とはいえ第一、第二組合にたいする党派

性を自覚したものの盟約組織（いわゆる「誓

約者集団」）として、少数派「組合」結成の

先駆とたった。戦後労働組合の（経営内）統

一と団結の論理から自由なものとして、これ

は組合運動論として画期的なものである。そ

して他方この組合の政治的指導組織としての

「社研」は同時に組合の枠を越える（地方的

・全国的な）政治課題に応えるものと考えら

れた。

－地方の－企業組合のこの政治的実験は１

１９６０年新左翼登場以降１５年にわたる闘い

によって実現されてきたものである。だが革

命へむけた政治戦略の観点からすれば、この

政治実験は次のような様々な政治的展望をも

試験にかける結果となった。この新たな（「

盟'約集団」としての）企業組合（第三組合）

は同一企業内の第一。第二組合にたいしてど

れほど組合としての比重を高めうるか。ある

いは、企業別（企業連）にしる産業別にしる

このような組合の全国組織への展望ｂ

これらはいわば既成組合に対決する新しい組合

の組合運動としての展望にかかわるものだが、

事実はどの企業の「第三組合」にしても企業

内および全国的にいって長期にわたる「孤立」

を余儀なくされている。「第三組合」の形成

もその新しい組織性格もともに、戦後組合が

企業における階級連合に明確にくみ入れられ

る過程によっておしつけられたものであった。

１０
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係かつづけられてきたのだが、この関係もさ

たききの戸村選挙によって最終的に終りをつ

げたはずだ。

日カバ、石川島、本山等の少数派組合の場

合も組合の組織性格および政治セクトとの関

係の実際は基本的にこの長船第三・社研の例

と同様に評価することができるであろう。

以上は要するに次のようにまとめることが

できよう。労働者各人の誓約による新しい組

合とこの組合を組織し政治指導する政治結社

という構想は、「組合」「党」の双方におけ

る現実的困難によって壁につきあたっている。

たしてこの困難は新左翼１５年の基本的な問

題であったのであり、今や少数派労働運動も、

「企業における組合」および「新左翼セクト

のあれかこれか」という双方の問題の枠組を

突破することによってしか飛躍することはで

きたいであろう。

だから、この組合を出発点として既成組合を

解体していく組合運動としての展望は、他な
●●●●●

らぬ組合＝企業の解体を展望することであ1,、

これはすたわち「革命」の展望を論じること

に他ならない。昨年の労活集会のいわゆる「

参院選の勝利・空前の７４春闘」による体制

の「危機」なるものにしても企業＝組合の解

体を可能にするどとき危機でないことは明瞭

であり＼だとすれば少数派「第三組合」の余

儀ない孤立は組合運動のレベルではどのよう

にも克服することはできない。せっかちな政

治セクトにはこれか「孤立主義」のどとくに

みえてくるにしてもだ。

既成組合の性格と対比したうえでの第三組

合の余儀ない孤立という以上の事実に加えて、

この組合が企業別組合の第三組合として企業

の枠を越ええないという第二の問題が結果す

る。だから「産別」でなければ、ということ

ではない。さきに指摘したように企業＝組合

の共同体か「弱者」を差別し犠牲にしたうえ

での食い逃げ連合の大枠から、孤立した第三

組合もまたぬけでることかできない。この連

合に六いする「弱者」の敵対は、第三組合に

たいしても今のところ例外とはしないからだ。

これは企業別が「産別」になっても変りうる

ものではない。第三組合もまた、企業＝組合

の解体の闘いに組合・企業外にある「弱者」

の力を導入しうるか否かの決定的岐路にたた

されている。

第三に政治セクトの問題である。長船社研

は６０年のプントＤ解体によって地方セクトと

しての孤塁を守ることを余儀なくされて出発

した。従って、既成政党は問題外としてもそ

の他に「あるべき党」を模索する１５年の歴

史を社研もまた絆過せざるをえなかった。結

果として、新左翼諸セクトはとの試験に合格

しなかったし社研の側も自らの主導でこれら

新左翼セクトのあるべき党への解体再編をな

しえなかった。結果として、社研という地方

セクトと新左翼諸セクトとの独特の相対的関

Ｖ労働組合と「地方」

（１）「地方」に尖鋭化する利害対立

労働運動か企業や組合の枠を突破し「地域

住民と連帯する」ことは、いさやあらゆる者

が唱えることによってすっかり無実を命題と

化してしまった。少数派労働運動のこれまで

の経験に即してこの命題をいま－度たて直す

ためには、「連帯」すべきだとされる「地域

住民」のありようを冷徹に把握することから

始めねばならない。しかもこの場合「住民」

一般などを云としてもダメであって、問題を

典型的に示す意味でも戦略的重要性からいっ

ても、ここに「地方」という観点を導入する

ことかきわめて重要である。

いま「地方」の問題性は広範をあつかいを

必要とするか、労働（組合）運動の観点にし

ぼっていくつかの指標をあげれば次のように

なろう。

（１）企業＝労働組合とその「外」にある

「弱者」との敵対関係はい萱地方でこそ尖鋭

を姿をみせている。階級的な砂漠としての大

■し

ｐＰ
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（Viii）またこの結果、地方社会党のはてＬ

ない動揺が開始された。

（ｉＸ）以上は、企業における労、資連合の

政治表現たる保革連合が、とりわけ地方では

なお決定的には固っていたいことの証左であ

る。,結果として、保革双方に敵対する「第三」

の政治勢力が地方で様倉に登場する余地が生

れている。戦後民主字義をめぐる保、革の対

立関係は全体として戦後の国民を統合しえた

のだが、この関係の解体に際し、新しい保革

関係が生に出ることはなく、対都市ではこの

袷の問題等☆によっておお公害問題や全国
一■■－－■口■■凸一巴＝=－－

政

い隠されてしまう。 このことは、この間の

「地方財政問題」一つをとっても明らかであ

る。

（ｉｉ）いわゆる「企業城下町」で典型的に

現われているように、企業＝組合という性格

はすでに万人に明瞭であり、インフレと高成

長の終りとともにこの連合に下属してきた下

請等の被差別層の敵対感情が様炎に表面化し

てきた。

（iil）「農業」の解体と都市への流出人口

の地方への逆流は、これら「地方住民」と巨

大企業共同体との矛盾を拡大している。春闘

に際して総評のとなえる「労農同盟」のスロ

ーガンはこの矛盾にたいする危機感の現れに

他ならない。

（Ⅳ）公害闘争等の住民運動も徹i底化され

るならば労働組合＝革新という前提に決定的

に衝突するものとなる。

（Ｖ）「地方財政危機-1にあらわれたよう

左地方自治体の危機は、自治体の「人件費」

を一つの焦点におし上げた。保革を問わず、

自治体職員による自治体の食いつぶしは、

「住民」の批判に耐ええないまでになってい

る。そして周失[jlのように、この対立につけ入
って反自治労の住民運動が各地方で組織され

ている。従来の住民運動＝革新という図式は

各地で破綻にひんしている。

（Ⅵ）自治体の労働組合にたいするとの敵

対は地方の革新勢力あるいは地区労全体の問

題として結着をせ奮っている。革新の幻想に

よってとの敵対関係をいつ雀でも陰ぺいしつ

づけることはできない。

（Vii）以上のような「地方」の状況をまえ

に革新のうち曰共は「住民の側に立つ」こと

を明らかにしたし、これは事実としても地方

革新陣営の内部対立をひきおこしつつある。

とりわけ自治労。日教組その他の官公労とい

う労働組合で。

だと

過程

させ

、全

国政治や労働組合の中央組織ではアイマイな

政治対立にずらされているが、地方ではスロ
ー－

－ガン白勺対立などでは左<直接的で集団的な

（ 利害
（２）少数派の二重の課題と「地方」

さて、少数派労働（組合）運動が企業＝組

合という枠組を突破すべきものとずれ鶴そ

れはただちに以上のような対立関係にたいす

る態度決定を迫られざるをえない。地方では、

これはまさに現実の問題である。もしも逆に

これを避けるとすれば、少数派組合といえど

も企業＝組合に対する「地方＝弱者」による

同一の敵対にさらされるであろう。

ここで、戦後労働運動の左かでの少数派の

実践的な到達点と結論とを想起するべきだ。

この結論とは、企業＝組合は解体の対象であ

り、しかもこの解体を戦略化するには少数派

第二組合といえども「組合の立場」をなんら

か突破せねばならない、という点にあった。

この「突破」が既成の政治による代行によっ

てはなしえないことも、くりかえす蚕でもな

いＯ

以上にみた「地方」における組合＝経営

（自治体）の問題は、注ざし<より広い観点

から同一の結論へと少数派労働運動を促すも

浜
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のに他たらない。全国政治のレベルや「都市」

では、くりかえすが「組合の枠の突破」や

「住民との連帯」はスローガン的提起の空疎

さをたかだかぬけでることができ友い。だが、

地方の対立状況のなかでは、生の利害対立［

たいする自己の位置規定を通じて「枠の突破」

や「連帯」がどのようなものかを結論づけず

にはいないからだ。少数派労働運動に課せら

れている課題へと飛躍するために、自ら地方

の矛盾の中に立ってこの矛盾という運動の原

動力に力をかりることが今や必要とされてい

るｏ

（５）「地方戦略」の獲得へ

企業＝組合の解体ということか「理念」や

「告発」からの結論ではなく「戦略化」され

るべき結論であることは、組合や革新勢力へ

の敵対が保守、反動や反革命を利することに

ならないかという当然の懸念一つを考えても

明らかである。そして「地方」という観点は

この戦略の具体化のための豊富な素材を提供

差別労働者の闘争を組織し巨大労組に7乞いす

る少数派組合の闘いにこの闘争の力を導入す

る機構として機能せねばならない。

したがって合同労組という組織形態は企業

別組合はダメで合労だということではなく、

むしろ少数派の地方戦略にとって合同労組か

要の位置を占めるということが重要である。

とくに、合労は当然地域の国および自治体の

政治機関に7乞いする闘争のウエートか高いの

だが、この場合官公庁、自治体＝官公労、自

治労への敵対者として登場しなければならな

い。くりかえすがこの点では企業＝組合への

少数派労組の闘いと同様である。さらに合労

の場合にはこの敵対はいうまでもなく地方政

治（権力）そのものへの介入を意味するので

L上型Lﾆｴｰこ_旦闘｣△辻通lニエ地域におあり、

（ 位｣＝三色上衆権力・政治の決定権者｣を展望工竺_ﾆｰﾑﾆｰ些二皇。
（２）「組合」の合法性

第匡組合にしても地域合同労組にしても少

数派労働運動が友おも「組合」という組織形

態に執着する根拠は、各々の闘争の防衛と強

化にとって組合としての合法性を最大限に利

用する戦術上の必要にあるとみなさねばなら

ない。かつては、反戦青年運動の後をうけて

何よりも「生産点」に根づくことが「組合」

形態に固執するモチーフであったが、街頭か

生産点か「職場反乱」かの区別だてはいまは

無意味であることは自明である。

（５）地域における「大衆の同盟」

以上は、なお「組合」という形をとる場合

に、少数派労働運動の組織再編の方向である。

だが個別の具体的問題解決のための大衆的盟

約というこの「組合」の組織性格からいえば、

このよう左大衆組織はたんに労働条件の改善

をめざす組織（組合）に限定されないはずだ。

事実、すべての地方で「住民運動」とよばれ

るものの運動組織の多くは爵個別の課題にた

いする大衆的盟約組織（「組」）という性格

をかならずもっているd逆にいえばこの間の

-Ｅ＿土星~と_と｣Lに、この戦略を実践のなかで繰り

あげていく舞台ともなるであろう。

Ⅵ少数派労働i崖動の組織再編

（１）地域合同労組の形成

企業＝組合の解体戦略からすれば少数派組

合の誓約性を地区（「地方」）のレベルに拡

大することが必要とされる。その場合、企業

別組合の論理を地域へ広げるものであったり

少数派組合の「支援・共闘組織」の配置であ

ってはならない。むしろ「地域合同労組」を

主要な組合の形態と考え、企業内第三組合も
（二重加盟などの形で）との合同労組のiもと

に位置づけるべきである。従来合同労組とい

えばいわゆる「未組織労働者」の組合への組

織化として、基本的には企業別労組＝組織労

働者の組織原則を未組織労働者におしつけ後

者を支配するものにすぎをかつた。これにた

いしていま問題とする合同労組は、とりわけ

巨大経営労組ないし官公労の「外」にある被

￣
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てこの同盟は多くの場合自前の「指導部」の

政治的盟約をもそれ自身のうちにもっている。
●●

それゆ）(_、大衆の同盟の地域陣型の構築と

いうととは、各同盟の「政治指導部」が相互

に「二重の課題」の解決という政治的意識性

を確認しこのもとに政怡的な盟約を結び、か

くしてつくりあげた多少とも均質な「地方」

の政治結社によってこそ実現されるしこれ以

外にはありえたい。そうではなく、戎ず大衆

同盟（組織）相互の「連帯」やあるいは第二

組合と「地域住民との連帯」などが説かれて

もそれは空疎である。大衆同盟や「地域住民」

の運動に課せられている「二重の課題」から

して、とれら相互「連帯」か没政治的、非政

治的には左されるはずもないからだ。「没政

治的」と称してなされる「連帯」などは「選

挙」から「支援共闘」にいたる注でのカンパ

ニヤとしかたりえない。

とれに反し、政治結社の盟約性が相互にある

ならば、個々の大衆同盟相互の「連帯」など

はむしろこの次と考えてよい。一つの企業内

第三組合と地区の「交通公害反対同盟」（た

とえば）との「連帯ｊなどがそうやすやすと

できるはず‘ないのが普通だからだ。

このような地域（地方）の「政治結社」の

盟約によって各大衆同盟が地域戦略のもとに

配置されるとき、この大衆同盟をさらに「大
●●●

衆の政治的同盟」と名づけるととﾌｸRできる。

（５）地域政治結社「地方党」ヘ
●●●

大衆の政治同盟相互間に成立する一つの政

治結社はただちに「党」ではないし「党」を

名のる必要もない。多くの場合非公然のもの

と考えた方が実際的である。だが、との政治

結社の党派性（政治的意識性）については明

瞭である。外部的にいっても、との地方にも

一つの企業内にも「他党派」か存在するので

ある－新旧左翼を問わず、また「地方党」

「全国党」たるを問わず。だから大衆政治同

盟の体現する政治的党派性はこれら「他党派」

との陰陽の党派闘争に不断にさらされている。

府一一．》曰田口》｜一日壺引三一垂匡一（》一一曰■一｝一曰庄圭旺》三｝『い｝トー一回『三》田託Ｈ
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具体的課題に応じて大胆に許容することがで

きる。たとえば、企業内第三組合と合同労組

いわんや住民組織とは、環境の制約条件から

くる組織性に実際は大きな差があるのであり、

これらは政治結社の盟約性ぬきにはかんたん

に組織的「連帯」は組めないのか実情だ。第

三組合とその「支援連帯」との関係をみよ。

さて、こうした政治結社の盟約のもとにと

きはなたれた大衆政治同盟の大胆を「大衆化」

と「連帯」とか、党派闘争を通じてダイナミ

ックな展開をみせる可能性こそ、さきに指摘

した．「地方」という場ととの場における地方

結社の「地方戦略」の展開のうちに展望する

との党派闘争を通じて大衆政治同盟の政治
●● ､．、、

結社は、他党派を解体ないし影響下'ておくこ

とを展望することができる。これか可能とな

ったときには、この結社は「地方党」の形成

を展望することができる。これは「地方」を

基盤にして形成される大衆政党でありこのう

ちでは結社のフラクシヨンか有力であり他党

派のフラクは多少ともこの影響下にあるもの

である。この「地方党」は個々の大衆組織だ

けでははたしえない課題一地方政治への介

入、地方選挙ある場合には「全国課題」ヘの

対応等一を'てたうものとなる。

■

■■

ととができる。

鱒
大衆政治同盟Ａ

（第三j綜合） ’
大衆政治同盟Ｂ

（合同労組）

大衆政治同盟ｏ

（住民組織）

他の党派＝

地方党フラクシヨン↑
・二重の課題に

）｛

Ｉ
．応える「政治指導部」

■
●
●

他の大衆組織参

●
●
●
●
●

↑
｢他党派」の

指導部

（６）闘争組織の大衆化と拡大

以上のような政治結社（各大衆政治同盟お

よび地方レベル）の政治的意識性を前提にす

るかぎりは、逆に各大衆組織や地方党の組織

の「ルーズ」さや「大衆化」を個々の闘争の
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「の￣

Ⅶ「地方戦略」の獲得へ

（１）｢企業共同体」にたいする敵対の戦略化

少数派労働運動に課せられたに重の課題」

の運動論的な展開を「地方戦略」の展開とし

て典型的かつ現実的に考えよう（「労働運動」
という観念に限定する）。

地方における巨大経営ないし自治体とその

労働組合との連合にたいする対決・解体の闘

いに意識的にとりくむことか第一である。こ

れは「告発」ではなく個々のあるいは地域の

大衆闘争組織の具体的闘いを通じて普遍化す

ぺき戦略である｡とりわけ、少数派運動のと
.：,

の問題へのと!)こみいかんにかかわらず、「

食い逃げ階級連合」ヘの「その他」の敵対か

具体的で現実的なものとなっている状況こそ

まさに|~}地方｣の現状なのである。原則的な

「告発」はただちにこの闘いの戦略化を要求

するのであり、これを避けては少数派運動は

ついに「企業」の壁すら破ることはできない
であろうＯ

経営＝組合べ敵対する闘いか、いまなお「
革新」の幻想に著しく抵触することは自明で

あり、それゆえ新旧左翼の伝統との党派闘争

は必然のものとなる。そのためにこそ少数派

労働運動（いまやこの言葉は「地方党」左で
も含むものとして使用する）の政治的意識性

は強固のものでなければならず、この意識性

の困難さと重要性に比ぺれば伝統的な「社会
主義的」＋「プロレタリアート的」なんとや

らの意識性など児戯に等しい。少数派労働運

動のおかれている現状認識に裏打ちされた思

想性と党派闘争のための（二重の）組織配置
とが必要とされる。

（２）「革新」にたいする「第三の道」
少数派によるこの戦略展開を欠く左ｂば、

「地方」での利害対立は、「食い逃げ階級連
合＝保革連合」と何らかの「反共反革命」と
の対決という政治構図をとらざるをえないで

あろう。この対決の結果はだから二つに－つ

であり、保革連合の勝利により弱者への支配

と福祉撒布の体制が完成する（少数の左翼反

対派を許容して）か、それとも、反共反革命

と伝統的保守政治との癒着によって「ファシ
ズム体制」が完成するかである。このような

未来こそ少数派の阻止すぺきものである。

それゆえ、地方利害への少数派の意識的介

入は、保革連合と反共反革命にたいしていず

れにしても「第三の道」を提示し追求するも

のとなるであろう。「第三の道」とはもちろ

ん過渡的で表面上の名称だがＰｄﾐ２てmiCの

●

５

垣帝
_し

て「第三の道」 を経由しなかったもｐはな⑭
のである。
￣￣￣＿＿＿－－－－

（３）日共・社会党|'てたいして

日共は「保革連合」という第一の道へはっ
！●●

き｣,ふみ切っている。この観点からする地方
●●●●●

戦略の再編こそ力x、いま日共｛てとって第一の

課題だとみなしてよい。それゆえ、「第三の
道」は当面政治的・イデオロギー的にはこの

日共戦略を阻止するものとなる。

これにたいして「地方社会党」は、協会派

を地方において動揺・解体(Q局面を深めてい

る。地方の利害対立を最も正直に反映してい

るのが地方社会党（ついで地方自民党）であ

る。伝統的な地方の政治地図の動揺の目とな

っているのが社会党だ。したがって、少数派

の地方戦略、とりわけ「地方党」にとっては、

地方社会党の解体とこれをその影響下におく

ことが大きなウエイトを占めてくる。

（４）l-flh区労」の解体

地方での組合連合、具体的には「地区労」
の解体。これはとくに地域合同労組を中心と

する課題であり、少数派による地方の労働組

合運動の連合（「地方労活」）は「地区労」
を解体する地区組織を「地方党」のもとに展
望すべきである。

（５）労活運動再編の方向

労活内部の政治的な再編の指針は別につく

られることが必要だが、以上すぺての結論と

していうぺきととは次のようにたるであろう。

゛

●
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①昨年の九月集会に現われだように全労活

内部には、対立する二つの政治的見解が存在

する。その一つはこれまで「経済＝政治、地

方＝全国の結合」派として特徴づけてきたも

のであり、他方はこれとの対比でこの文書が

明確化しようとしたものである。

だがこの対立に関して全労活は中央。全国

のレベルで結着をつける体制にないし、また

そうすべきでもない。

②全労活内のこの対立は労活連動がいま岐

路に立っていることを示すものではあるが、

それは新左翼政治および地方の個別闘争がそ

れぞれに岐路にたっている事実の反映である。

したがって労活運動のlBE路に応えるのは地方

の諸闘争体にとっては自らの再編の展望を明

確にすることか第一である。それは以上に述

べてきたように、なによりも地方の大衆組織

に根ざすＪ政治結社」による地方戦略の漉得

であり、その方針のもとに「地方労活」を再

編・強化することである。地方労活は地区の

労働者運動の連合組織として「合同労組」の

組織方針を基礎とし、かつ政治的には「地方

党」の影響下におくものとする。

③地方労活がこのようなものとして形成し

うるか否かはもちろん地方の党派関係の実'情

忙工るから、別の政治性格をもった地方労活

が存､在するエうになることもありうる。その
⑪の⑨

場合にも、全労活の組織再編はなに』二Ｄもこ

れら地方労活間の討論とヘグモニーのもとで
⑧｡Ｏ

おこなわれるべきであり、全労活力：、「個人」

あるいは「セクト」の交流または介入の場と

たることはやめるべきである。いいかえれば、

全労活を地方労活の協議機関（連合や統一戦

線でなく）とすること。

④この場合全労活内の異なる政治性格の地

方労活間の対立は、同質の地方労活（端的に

はその「政治結社」）の全労活内フラクシ。

ンとして表現される。

⑤「個人会員」は地方労活にのみ所属しこ

の「統制」を受けるものであり、い砿かえれ

ば地方労活は全労活のような異なる政治の「

協議体」とはすべきでたいてあろう。

⑥労働運動における政治セクトの活動は自

己の「影響力」（との解釈は様をだか）を行

使しうる地方労活をつくることにむけられる

べきである。

（６）一つの「図上演習」

人口約３０万の－地方都市がある。市長は

革新（社会党協会派系）であり市議会も自民

党が少数野党である○との都市には国鉄の幹

線とローカル線のターミナル駅があり国労。

動労の支部がおかれ、これら組合は協会派で

あり少数の労活メンバーがいる。市職蒻エび

市教組は日共の牙城でありことに市職労は市

の部課長クラスまで実質的にその統制下にお

いている。市財政における職員人件費は市税

収入の１００％を越え一般予算の５０％を越え

ている。他方、市郊外には古くからの大金属

工場がありこの組合は数年前企業合併にとも
￣う

だって同盟系第二組合ｶﾖ圧優り的多数の労働者

を組織している。その他に少数の総評系第一

組合、さらに少数の労活系第三組合がある。

ただし、この企業の実質〕霞用する労働者のう

ちで第一~三の組合が組織する「正社員」は

５０％を割り、他は社外工等である。また数

年前からとの工場の公害問題がおこり住民の

反対運動が組織されて薑い翰○住民運動は企業

内第一組合の「公害反対連動」と連帯をなお

保っているが、この組合は住民運動のホコ先

が企業そのものに向うのを陰に陽に防止する

ために連帯はかならずしもうまくいっていな

い。また第三組合は住民運動と対応して公害

の「内部告発」をおこなっている。また他方

非日共系の主婦を中心とする生協が多角的に

活動しており、自治体に対しても独自の政策

を展開している。

以上、第二組合、住民運動、生協など、こ

の都市でも多様な大衆の政治表現が集団的に

行なわれており、それぞれが事実上大衆的な

同盟組織を形成しているといえよう。これら

、

沙
》
凸
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一.罰＝

諸組織の活動家の間には非日共系左翼あるい

は労活系労働者等として交流や個向の共闘組

織は存在するがその全体をつつむような政治

組織はまだない。ただし、先の地方選挙では

もと社会党員二人と無党派活動家一人が全国

政党にたいして「地域住民党」を名のって市

議に当選している。他方爾市職、教組、国軒

動労、金属工場の第一組合等は「､地区労」を

つくっている。

以上のような一地方都市の政治勢力配置が

決して特別のめずらしいものでないことは容

易に認めうるだろう。さてところで、この都

市でも「地方財政問題」がにわかにク画一ズ

アップされることになった。きっかけは、小

中業主、小商店主を中心とする「住民」の組

織が市職員による市財政の食いつぶしを告発

式る運動をはじめたことにある。加うるにち

ょうど、市職の「週休二日制(不完全）の実
質的獲得」要求に市長の反対をおし切って市

の管理職が屈した事fhｹﾐ明るみがでた。市職労

お上び地区労は協議の結果それそれ「労働者

の当然の権利だ」という反論を発表した。

「市職員に高給を払うために市税をおさめ

ているのではない」という保守中間層の反発

は、組織的には－にぎりだが「組織労働者」

以外の多くの「住民」の共感をよび、住民の

声ﾌｸ輔T開iuD61仮に紹介される。そこで館第三組合

～生協にいたる大衆同盟の活動家の反応は複

雑である。当初は、市職労および「告発」側

双方を不安をもって眺めつつ沈黙し「公害反

対ニニース」の新刊を配布するといったこと

を続けていた。だがま

ず、生協の主婦の一部が決起し、これが「住

民党」の市議三人をだき込んで、「市民自身

のための市財政の確立」というあいまいな声

明をだした｡しかしこの声明は市職労のエゴ

と「告発」側が自民党政治家と結びついてい

る事実を暗黙のうちに指摘したために、「中

間的」な立場だとみなされた。そしてこの声

明に不満な主婦たちは活発なオルグにのりだ

し諺その結果、全国的にも有名な第二組合の

呼びかけで住民組織蹴生協の主だった者と市

議の会議がもたれ、この問題にとり組む方針

が討論された。スローガンは市職労の食い逃

げに反対すること、市民自身に主る市政の管

理を中心とすることにし、組織としては第三

組合等の現状からこれらの連合組織では不可

能（第三組合等には市職労との敵対を薦罐す

る声がある）左ので、新しく「市政改革市民

同盟」をつくることにし、その代表に市議の

－人をあてた。「同盟｣はただちに住民を動

員して市当局および市職労幹部との団交を要

求して双方のいい分を蚤ずただすことを戦術

とした。

もともと日共は「宮本談話」以降当初の市

職の主うなあり方を是正するのが中央の方針

だが、市職が長年つくりあげてきた「楽をし

て高給をとる」体制は深く重く、中央からす

る市職細胞にたいする介入によっても「方針

転換」は容易ではない。それに新結成の「市

民同盟」は具体的な是正を市職に要求してお

り「パルコンミニーンの故事」でお茶をに

ごすことではすまされない６こうして市職の

足ぶみがはじまり曰共細胞の内部対立もうわ

さされるようになったｃ

他方、地区労内社会党協会派は市職内に勢

力をもたぬこともあって「当然の権利」の立

場を堅持している。だが「地区労」問題をも

ち込もうとする労活メンバ_お主び第三組合

によってこの立場も微妙となってくる。他方、

非協会派社会党および地区社会党は「市民同

盟」にまき込まれて事実上との影響下に入れ

られつつある。これは社会党市議団の分解を

もたらした。

かくして、「市民同盟」は急速に主役に登

場するが、しかしこの運動はこれを構成して

いる第三組合等の従来の性格にも大きな衝激

と問題をなげかけることになった。

由
印
Ａ

ｌ

乱

缶
四
＄
】
ｒ
＆

１

四

｡……………．.（以下本文書冒頭につづく）

１－８


